
様式第3号(第9条関係) 

会議結果 

 次の附属機関等の会議を下記のとおり開催した。 

附 属 機 関 等 の 名 称  みよし市こども未来会議 

開 催 日 時 
令和６(2024)年６月１１日（火） 

午前１０時から午前１１時３３分まで 

開 催 場 所 みよし市役所３階 研修室４・５ 

出 席 者 

 【委員】 

渡辺会長、梅川委員、山北委員、伊藤委員、三保委員、山

岡委員、林委員、谷澤委員、安本委員、松本委員、坂田委員、

菅沼委員、松浦委員、田畑委員 

 

 【事務局】 

 加藤こども未来部長、加藤こども未来部次長兼こども政

策課長、鈴木学校教育課副参事、本松こども未来部指導保育

士兼保育課長、杉山こども相談課長、大城こども政策課主

幹、井川こども政策課副主幹、岡田こども政策課専任副主

幹、関保育課副主幹、関根こども相談課副主幹 

次 回 開 催 予 定 日  令和６(2024)年９月２０日 

問 合 せ 先 

 こども未来部こども政策課 岡田（高）、井川 

 電 話 0561-32-8034（直通） 

 メール kodomo@city.aichi-miyoshi.lg.jp 

下欄に掲載するもの 
・議事録全文 

・議事録要約 
要約した理由   

審 議 経 過 

〇加藤こども未来部次長：それでは、定刻になりましたの

で、ただいまからみよし市こども未来会議を開催いたしま

す。 

ご起立ください。 

一同、礼。ご着席ください。 

初めに、昨年度から６名の委員の交代がございますので、

みよし市こども未来会議の委嘱状を市長から交付いたしま

す。交付は委員を代表して伊藤幸雄様にさせていただきま

す。ほかの委員の皆様には机上に配付させていただいており

ますのでご確認ください。 

それでは、市長、ご移動ください。伊藤様はその場でご起

立をお願いします。 

 

（委嘱状交付） 

 

〇加藤こども未来部次長：続きまして、小山市長がご挨拶を

申し上げます。 

 



〇市長：それでは、皆様、改めましておはようございます。 

本日は、令和６年度第１回のみよし市こども未来会議とい

うことで、皆様大変お忙しい中、ご参加をいただきまして、

誠にありがとうございます。 

この未来会議につきましては、前回ご参加の皆様にはお話

をさせていただいておりますが、これからみよし市でつくっ

ていきますこども計画、そしてこども条例の基本となるもの

です。皆様に議論いただき、私たちもこれからこどもの基本

的な施策をつくっていくものでありますので、大変重視をし

た政策として取り組みをさせていただいております。 

それぞれやはり色々な政策がある中で、今を生きる主体で

あるこどもたちに対しての施策というものをしっかりとつ

くっていく。そして、今回の特徴としては、今日の報告にも

あると思いますが、実際にこどもたちの意見を聞かせていた

だく、既にアンケートも取らせていただいておりますが、こ

の後、夏休み等々を通しましてこどもたちの会議に参加して

いただいたりとか、あるいはこちらから児童館に出向いて話

を聞くとか、そういった実際のこどもの声をしっかりと取り

入れた施策をつくっていくということにあるとも思っており

ます。 

そうした中で、やはり常々申し上げておりますが、私たち

の役割ということは、こどもに代わっていかにこどもたちの

権利を守り、育ちの環境をつくっていくかということである

と思っています。 

そうした中で、やはり教育のときには、いつも申し上げて

いるんですが、こどもたちは一人一人がかけがえのない存在

であり、一人一人が大きな可能性を持っている。 

その可能性を引き出して伸ばしていけるかというのは、一

方でそのこどもを取り巻く環境によるところが大きいわけで

ありますが、こどもたちはその環境を自らつくり出すことも

選び出すこともできない。 

だからこそ、私たちがこどもに代わってその環境をつくっ

ていかなければいけないんだ。そうした思いで、私たちはこ

の今回のこども条例、そしてこどもの施策をつくっていきた

いと思っております。 

今日お集まりの皆様方にも、それぞれの立場から、こども

にとって何が最善か、その視点から皆様のご意見を出してい

ただいて、そしてすばらしい内容の施策をつくってまいりた

いと思っております。 

今後ますますの皆様のお力添えと、そしてご協力に心から

お願いを申し上げまして、私から簡単でありますが、挨拶と

させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいた

します。 

 

〇加藤こども未来部次長：ここで事務局から報告をさせてい

ただきます。 

本日の会議は公開となっております。また、本日は全委員

の皆様のご出席をいただいておりますので、みよし市こども

未来会議要綱第５条２項の規定により会議は成立しているこ



とをご報告いたします。 

なお、会議の終了時間は１１時３０分を予定しておりま

す。 

それでは、渡辺会長からご挨拶を頂戴したいと思います。 

 

〇渡辺会長：皆様、おはようございます。 

名古屋学芸大学から参りました渡辺と申します。 

前回のこの会議の際に、市長様から冒頭にも、皆さん、本

当に忌憚ない意見をたくさんくださいということで、私、い

ろいろな自治体のこういう会議に出席させていただいている

んですが、みよし市は本当にたくさんいい意見が出るなとい

う印象があります。 

本日初めてのご参加の方もいらっしゃって、緊張するわと

いう声も聞こえますが、多分とてもざっくばらんにお話がで

きる雰囲気なんじゃないかなというふうに思っています。 

先日、皆さんもご存じのとおり、日本の出生率が１．２で

過去最低となりました。愛知県もたしかそれと同じぐらいの

パーセンテージになっていたのかなというふうに思います。

 このみよし市は本当に子育てしやすい、私自身がこどもを

しっかりみよし市で育ててきましたので、育てやすいなとい

う実感がありますが、より一層その子育てがしやすい、あと

何よりもこどもが幸せだとかを感じるようなまちになるよう

に、皆さんのそれぞれのフィールドでのご意見をたくさん聞

きたいなというふうに思っています。 

よろしくお願いいたします。 

 

〇加藤こども未来部次長：ありがとうございました。 

それでは、ここで市長から、みよし市こども未来会議に対

して、みよし市こども計画及び（仮称）みよし市こども基本

条例に関する審議についての諮問をさせていただきます。 

市長はご移動をお願いします。渡辺会長は、その場でご起

立をお願いします。 

 

〇市長：みよし市こども未来会議会長様。 

みよし市こども計画及び（仮称）みよし市こども基本条例

について。 

このことについて、みよし市こども未来会議要綱第２条の

規定に基づき、貴会議の意見を求めます。 

よろしくお願いいたします。 

 

〇加藤こども未来部次長：ありがとうございました。 

市長ですが、他の公務のため、ここで退席をさせていただ

きますので、よろしくお願いします。 

 

（市長退席） 

 

〇加藤こども未来部次長：それでは議事に入る前に、事務局

から本日の会議の開催目的等を説明させていただきます。 

本日の議題は、下にあります（１）ニーズ調査の結果報告



について、それから（２）こども会議等について、（３）今後

のスケジュールについての３項目で、各議題の内容等を報告

し、共通認識を持っていただくことと考えております。 

それでは、みよし市こども未来会議要綱第５条第１項の規

定により、会長が議長となりますので、渡辺会長に議事進行

をお願いします。 

なお、議事進行に当たり、発言をされる方は、必ずマイク

を通してご発言をしていただきますようお願いします。 

それでは、渡辺会長、よろしくお願いします。 

 

〇渡辺会長：それでは議事に入ります。 

議題１．ニーズ調査の結果報告について、事務局より説明

をお願いします。 

 

〇岡田専任副主幹：事務局、こども政策課、岡田と申しま

す。 

私のほうから、議題（１）．ニーズ調査の結果報告について

説明をさせていただきます。 

では、資料１をお願いします。 

表紙をおめくりいただき、目次をご覧ください。 

こちらの資料は、本年２月から３月にかけて実施いたしま

したこども・子育て支援ニーズ調査及びこどもの生活状況調

査、それとこども・若者の意識と生活に関する調査の３件の

調査に関しまして、結果を概要版という形で一つの資料に取

りまとめたものであります。 

それぞれの項目の結果を、グラフで分かりやすく表し、必

要なコメントを付け加えたものとなっております。 

では初めに、こども・子育て支援ニーズ調査です。 

資料の１ページをお願いします。 

第１章の概要です。 

１．調査の目的は、子育て家庭の実態や子育て支援ニー

ズ、子育てに関する意識等を具体的に把握するために実施し

たものとなります。 

２．調査の対象は、市内在住の就学前児童の保護者全員

と、市内の小学校に通う２年生と５年生の保護者全員です。 

３．調査の方法ですが、いずれもウェブアンケートへの回

答となります。 

４．調査の期間ですが、本年２月２８日から３月１７日ま

でです。ただし、ゼロ歳児の保護者には、５月７日から１９

日に実施したものとなっております。 

５の回答結果ですが、就学前児童保護者数が３４．７％、

小学生児童保護者が２７．２％の回答率でした。 

次に、２ページをご覧ください。 

こちらに、報告書の見方として、本報告書を見る上での注

意事項を何点か記載しております。 

資料３ページをご覧ください。 

ここから２０ページまでが、第２章として就学前の児童家

庭のニーズ調査結果となります。 

今回、大変多くの項目に関し調査を実施いたしましたが、



概要版資料ということですので、調査項目を抜粋して記載し

てございますので、ご承知おきください。 

こちらの章では、全体で１１項目についてのアンケート結

果を記載しております。 

ここからの説明は、本資料で取り扱うアンケートの項目に

ついてとさせていただき、個々のアンケートの結果等につき

ましては、時間の制約もあり、特に説明が必要なものを除き

割愛させていただきます。 

結果等につきましては、コメントを付しておりますので、

そちらでご確認をいただきたいと思います。 

では、３ページ、お子さんとご家族の状況です。 

最初に、お子さんの年齢、回答者は母親か、父親か、回答

者の配偶者の有無、子育てを主に行っている方は両親なの

か、母なのか、父なのかについての調査結果となっておりま

す。 

４、５ページが、こどもの育ちをめぐる環境についてで

す。 

子育て等に日常的に関わっている人や施設は誰かというこ

とで、父親、母親、あるいは保育園、幼稚園など、子育て等

に影響すると思われる環境はどれかということで、家庭、地

域、幼稚園、保育園などについて、子育てに関する協力者は

誰かということで、祖父母、友人、知人などについて、最後

に相談できる人の有無についてのアンケート結果となってお

ります。 

６ページが、保護者の就労状況についてで、ここでは、母

親の就労状況がフルタイムであるか、パートタイムであるか

等についての結果となっております。 

次に、７から９ページになります。 

こちらは、平日の定期的な教育・保育サービスの利用状況

についてのもので、平日にこどもを預かる施設やサービスの

利用状況の年齢別利用状況と、平日の教育・保育サービスの

利用実態ということで、保育園なのか幼稚園なのか、その他

の利用なのか、平日の教育・保育サービスの利用希望という

ことで、保育園、幼稚園、その他への利用の希望についての

結果となっております。 

続きまして、１０ページが、地域の子育て支援事業の利用

状況についてでございます。 

地域子育て支援拠点事業の利用状況と認知度ということ

で、親子ふれあいルームや保健センターなどの各種サービス

についてのアンケートの結果となっております。 

１１ページが、幼稚園、保育園などの土曜、日曜・祝日、

長期休暇中の定期的な利用希望についてのもので、上段が土

曜日の幼稚園、保育園の利用希望ということで、年齢別の状

況、下段が夏休み、冬休みなどの長期休暇中の幼稚園や保育

園の利用希望の有無についての結果となっております。 

１２、１３ページが、お子さんが病気になったときの対応

ということで、病気やけがで幼稚園や保育園を利用できな

かった経験の有無、その場合の対処方法で、母または父が仕

事を休んだというような状況、次に病児・病後児のための保



育施設等の利用希望の有無についてのアンケート結果となっ

ております。 

１３、１４ページが、幼稚園や保育園などの不定期な利用

や宿泊を伴う一時預かりなどの利用についてでございます。 

不定期な教育・保育サービスの利用希望の有無、利用と利用

目的、どのような場合に利用するのか、ショートステイの利

用希望の有無等についてのアンケート結果となっておりま

す。 

次に、１５、１６ページが、お子さんが５歳以上の方の小

学校就学後の放課後の過ごし方についてのもので、低学年、

高学年別に小学校就学後の平日の放課後の過ごし方というこ

とで、自宅、習い事、その他というような区分であります。

また、土曜日、日曜・祝日の放課後児童クラブの利用の希望

の有無、夏休み・冬休みなどの長期の休暇期間中の放課後児

童クラブの利用希望の有無についてのアンケートの結果と

なっております。 

１７から１９ページが、育児休業など仕事と子育ての両立

についてであります。 

育児休業の取得状況ということで、母親、父親の取得状

況、育児休業を利用していない理由ということで、理由別

に、次に職場復帰の状況ということで、母親、父親の状況

と、職場復帰時の短時間勤務制度の利用状況の父親、母親の

状況についての結果となっております。 

２０ページが、みよし市の子育て支援の現状に対する満足

度ということで、ここでは子育て支援事業の満足度のサービ

ス別ごとの満足度についての結果となっております。 

第２章は以上となります。 

続いて、２１ページをお願いします。 

ここからが、第３章の小学生児童家庭のニーズ調査結果で

す。 

全体で７項目について記載してございます。 

２１ページがお子さんと家族の状況ということで、お子さ

んの学年は２年生か５年生か、調査票の回答者は母親なのか

父親なのか、回答者の配偶者の有無、子育てを主に行ってい

る方は母親なのか父親なのか、についての結果となっており

ます。 

２２ページが、こどもの育ちをめぐる環境ということで、

初めに子育てに関する協力者に関し、祖父母、友人、知人に

ついて、次に子育て等に相談できる人や場所の有無について

のアンケート結果となっております。 

２３ページが、保護者の就労状況であります。 

ここでは、母親の就労状況ということで、フルタイムなの

かパートタイムなのか等についてのアンケートの結果となっ

ております。 

２４から２６ページが、お子さんの放課後の過ごし方と放

課後児童クラブの利用ということに関しまして、お子さんの

放課後の過ごし方ということで、自宅、習い事、その他につ

いて、次に平日の放課後児童クラブの利用実態の有無、あと

土曜、日曜・祝日の放課後児童クラブの利用希望の有無、夏



休みや冬休みなどの長期休暇中の放課後児童クラブの利用希

望の有無、今後の放課後児童クラブの利用希望の有無につい

てのアンケート結果となっております。 

次に、２７、２８ページですが、病気になったときの対応

や不定期な一時預かり等の利用状況についてのものです。 

病気等で小学校を休まなければならなかった経験の有無、

その場合の対処方法ということで、母親、父親が休んだの

か、病児・病後児のための保育施設等の利用の希望の有無、

ショートステイの利用希望の有無、それと利用したい目的、

保護者の病気、育児疲れ等についての調査結果となっており

ます。 

次に、２９ページが、地域の子育て支援サービスの利用状

況でございます。 

各種地域子育て支援サービスの利用状況と認知度というこ

とで、放課後こども教室や放課後児童クラブなどについての

調査となっております。 

３０ページが、みよし市の子育て支援の現状に対する満足

度ということで、子育て支援事業のサービス別の満足度のア

ンケートとなっております。 

こども・子育て支援ニーズ調査につきましては、以上とな

ります。 

 

〇渡辺会長：ありがとうございました。 

今、ざっとこども・子育て支援ニーズ調査についてお話を

していただきました。 

就学前と小学生児童のところの満足度を見ると、「ふつう」

「やや満足」「満足」が大半を占めているんですけれども、で

も裏を返すと、１０％から２０％の方は「やや不満」「不満」

というところがあるのかなあということも思います。 

ここまでのところで、委員の皆様から何かご質問やご意見

などありましたらよろしくお願いいたします。 

 

〇坂田委員：坂田と申します。今回から初参加ということ

で、よろしくお願いします。 

初参加ということで、ちょっと発言が適切かどうかは別に

してお心得いただきたいんですけれども、今回こども・子育

て支援事業計画をどう策定、作成していくかのためのアン

ケートということで理解しているのですが、これは結構体系

的にアンケートを取られているのかどうかちょっとぱっと

見、分からなかったんですけれども、私が考えるのはインフ

ラ、いわゆる環境面のことと制度面、心というかハート、メ

ンタルというのが例えば大きく３つぐらいあると思うんです

けど、それぞれに分類してみていただけると、それで支援、

事業計画、いろんなやり方があったりするものなのか、制度

なのか、環境整備なのか、その辺をどこに事業を当てていく

のかということをアンケート結果をもう一段分類いただける

と理解としてはしやすいのかなということは感じたところで

す。 

それからもう一つは、国と行政との関係になると、恐らく



市としてどこを目指すのか。セーフティーネットの範囲でと

どめるのもいいし、いや、おおよそ全部やるんだということ

だとか、どの辺を、予算もあるでしょうし、最低限のインフ

ラをまず固めましょう、プラスみよし市らしさというような

味つけは予算のうちの３割でいきましょう、７割はインフラ

整備でいきましょう。大きいところの枠組みをある程度、事

務局の中で、仮でもいいので、仮決めしておいた中でどこを

見ていくかということを議論していただくと、議論の方向性

がある程度ついてくる。 

だから、小さいところしか予算がない、そこに皆さんの意

見交換をやたら時間をかけても、結局実現できることは１０

の意見で一つもできません。１個しかできません。だった

ら、７割の予算があるところを充実させた施策を整備し制度

にしていきましょう。だから、制度設計は今ある制度がこれ

だけあるけれども、アンケートを見ると制度に問題があるよ

というのが半分あると、じゃあこれを全部直しましょうと。

 ある程度今後焦点を絞っていくことで、調査結果をもんで

いただけると議論しやすいかなと思いました。 

 

〇渡辺会長：今の貴重なご意見に対して、事務局のほうから

何か見通しなどがもしございましたら教えていただけるとあ

りがたいんですが。 

 

〇加藤こども未来部次長：貴重なご意見ありがとうございま

した。 

政策として当然どこを目指していくかというのは、計画を

立てる目的でもありますので、その辺はしっかり管理しなが

ら考えていきたいと思います。 

予算の配分に直結するかどうかという部分は、なかなか

ちょっと計画の中ではそこまでのものが難しい部分もあるん

ですけれども、当然目標とするところはしっかり明確にしな

がら計画はつくっていく予定です。 

またその辺は素案の作成の段階では、計画としてはしっか

り体系づけた計画をつくりますので、また具体的なご意見も

いただきたいと思いますし、目標を立てるときもまた具体的

な素案ができた段階で、また改めてご意見がいただければと

思います。 

 

〇坂田委員：出てきた調査結果の中の問題点の優先順位づ

け、市として考える、ここに対するこうしたいの順番づけを

明確にしてもらうと、その意識と委員の皆さんが思っている

方向と合っているか、その辺のすり合わせが大事だと思いま

す。 

そこをぜひ、優先順位づけをお願いしたいなと思います。

市として考える優先順位と委員の皆さんが合っているかどう

か、そこだと思います。 

ちょっと今のだと、何というか、それぞれがなるほどなる

ほどと聞いて終わっちゃう感じがしたので、まずここから先

だと思うんですよ。 



以上です。 

 

〇渡辺会長：ありがとうございます。 

恐らく本当に子育て真っ只中の当事者の方とか、あとこど

もたち、子育て家庭の方と関わっておられるサポートを毎日

しておられて、いろんな本当に生の現場の声を吸い上げてく

ださる方が集まっていると思うので、まずは取りあえず今の

このアンケート結果ですとか、あと日常的に感じておられる

ことをみよし市の代表として聞かせていただけるといいかな

と思いますが、いかがですか。 

お願いします。 

 

〇谷澤委員：すみません、よろしくお願いします。 

先ほどの坂田さんの話に続くんですけれども、非常に一生

懸命やっていただいたという感じは受けるんですけれども、

読みにくいんですね、非常に。 

重複した内容って結構たくさんあって、今から私が質問し

たいことなんですけれども、例えば、１２ページのお子様が

病気になったときの対応策というところなんですけれども、

「ファミリー・サポート・センターを利用した」というとこ

ろが０％なんですね。 

ほかに何か所かそういうところが見受けられて、あと２２

ページの２のこどもの育ちをめぐる環境というところの１な

んですけれども、子育てに関する協力者、「いずれもいない」

というところが１５．４％もあるんですね。 

ファミリー・サポートということ自体が、私、詳しく分か

らないんですけれども、そういう立派な内容のものがあるの

に関して、「いずれもいない」という意見が出てくるというこ

とは、そこがうまく活用できていないんではないのかという

ことをすごく感じたんですね。 

小さいお子さんがやっぱり病気になると、１日の休みでは

済まないと思うんですよ。保育園の保護者の方だと１週間休

まなきゃいけないとか、そういう状況があったときにファミ

リー・サポートを、例えば有料なのか無料なのかもちょっと

分からないんですけれども、無料で活用できるとか、そうい

うのをもっと大きく声を上げていただいたほうがやりやすい

のではないかなというふうに感じました。 

ご意見をお願いします。 

 

〇加藤こども未来部長：こども未来部長、加藤です。 

本当に言われるところが、うちのほうとしても問題だとい

う認識は持っています。 

アンケート結果からも、言われるように、ファミサポ事業

そのものが皆さんのほうに知れ渡っていないというところが

問題だというところは浮き彫りになってきたという部分でも

ございます。 

言われるように、今後広報活動も含めてやっていかなくて

はいけないというところが今回のアンケートでしっかり出て

きたところです。 



もともとこちらについては、市のほうもかなり問題意識を

持ってやっていた部分ではあるんですが、さらにしっかり

やっていかなくてはいけないというようなところになってき

ますので、今回そういったご意見をいただいたというところ

で、その辺についても重点的に今回やっていきたいところで

ございます。 

 

〇渡辺会長：ありがとうございます。 

私自身、自分が、こどもが小さいときに、ファミリー・サ

ポート・センターを活用していたんですが、何か改善、改善

とされて、今現在こういうふうです、みたいなのってあるん

ですか。 

今、利用料は無料ですかとあったんですが、たしか何百円

かはかかりますよね。 

 

〇加藤こども未来部長：ファミサポも用途によって金額が

違っていまして、病児・病後児だと少し金額が上がったりし

ます。 

ただ、本当にここは広報不足のところもありまして、ファ

ミリー・サポートでの病児・病後児での利用は今、全然ない

というようなところになっています。 

市のほうとしても、ファミサポ事業の病児・病後児のお預

かりをやっていたんですけれども、ご利用がなかなかないと

いうようなところで、今は市民病院のほうで病児・病後児と

してお預かりできるような、そういった体制をさせていただ

いてきましたので、そちらのほうをご利用してくださいとい

うふうに進めさせてもらっているというところが今のみよし

市の現状であります。 

ただ、先ほど言われたように、誰も支援する人がいないと

いうようなところが何％というのは、数字としては大きい数

字が出てきているので、そこについては、うちのほうもどち

らかのところにはつなげていかなくてはいけないというとこ

ろがこのアンケート結果から出ているところになります。 

 

〇渡辺会長：ちなみに、病児・病後児のファミリー・サポー

ト・センター活用は１時間どれぐらいなんですか。お幾らで

すか。 

 

〇事務局：２，０００円未満ぐらいです。 

 

〇渡辺会長：１時間２，０００……。 

 

〇事務局：確認します。 

 

〇加藤こども未来部長：ちょっと待ってくださいね、確認し

て報告します。 

 

〇渡辺会長：そうですね、重要なところですね。 

なるほど、そうですか、先ほど、広報の仕方がもうちょっ



と工夫が必要かなということもあったんですが、今どのよう

な形でアナウンスされているんですか。 

 

〇加藤こども未来部長：実際に、ファミサポについては委託

で病院さんにお願いしているというところになります。 

直営でやっていたんですけれども、市のほうも限界がある

というようなところと、あとサポートをする側のほうの人数

も年齢も上がってきたというのもありますし、なかなか若い

方たち、今フルで働いているお母さんたちもたくさんいらっ

しゃるので、なかなかそういったところで手を貸せないとい

うようなところもありまして、そちらのほうを増やしていき

たいというようなところもあって、今、委託のほうでさせて

もらってやっておるというところです。 

委託側が広報も含めてやっていただいているというような

ところで、これについては昨年からやっている部分がありま

すので、まだまだ成果が出ていない事業のようなところにな

ります。 

 

〇渡辺会長：なるほど、ありがとうございます。 

多分、これＮＰＯとかも一緒だと思うんですけれど、今、

本当に働く女性が増えてきて、ボランティアという域で子育

て支援に関わるということが非常に多分難しくなってきてい

ると思うんですね。 

多分、援助会員さんは時給だと幾らぐらいいただけるんで

すか。 

 

〇事務局：７００円です。 

 

〇渡辺会長：ですよね。 

そうすると、例えば自分がすごくお世話になったから返そ

うという方もいるとは思うんですけれど、やっぱりボラン

ティアの域なのかなと思います。 

そこを例えばみよし市が補助を出して最低賃金ぐらいは出

せるようにしていく形にするとかしないと、何かなかなか今

そのままボランティアというのは難しいのかなということも

思いますが、ファミリー・サポート・センターを活用されて

いる、今子育て中の方はいらっしゃいますか。 

 

〇三保委員：していないです。 

 

〇渡辺会長：それは何か理由がありますか。もしよければ教

えてください。 

何かほかの自治体のアンケートの中で、病児・病後児のサ

ポートがあっても、かわいそうで預けられないみたいなこと

を言われている方もいたし、いろんな多分理由があるのかな

と思うんで。 

 

〇三保委員：マーガレット幼稚園、５歳の娘がいます三保雅

子と申します。 



私は、ファミリー・サポートを活用していないです。それ

は、やっぱり知らない人に預けられない。面接もするという

けれども、知っているお友達ならいいんですけど、そこが

やっぱり男性だったり女性だったりしても何か心配です。 

以上です。 

 

〇渡辺会長：ありがとうございます。 

その声もやっぱり聞きます。多分、ファミリー・サポート

の仕組みができたときには、地域のつながりもあって、お互

いがボランティア精神でやっていきましょうというところが

スタートだと思うんですけれども、今やっぱりいろいろな犯

罪もあったりすると、知らない人に、逆に非常に安い値段で

やってもらえるのはうれしいけれど、そこが大丈夫なのかな

という声もたくさん聞くので、その辺りもどう安心してもら

うのかという、その仕掛けも必要になってくるのかなという

気はしますね。 

あと、ほかに、山岡様、どうですか、使われたことありま

すか。 

 

〇山岡委員：私は今、中学校２年生の上の子がいて、小学校

５年生、年長さんの３人いるんですけれども、一度も使った

ことはないんです。 

理由は、家族のサポートが近くにあるということがあるの

で、必要性がないということなんですけれども、もし利用す

るとなった場合に、ファミサポのご自宅に預けるシステム、

それにちょっと抵抗があるかな。 

やっぱり密室、知らない方の家庭に預けるというのは

ちょっと抵抗があるので、保育園のように例えば市役所の中

の一部のお部屋でファミサポの方が来て、こちらも預けると

かだったら、まだちょっと敷居は低いのかなという感じはあ

ります。 

 

〇渡辺会長：そうですね。それはとても貴重なご意見です

ね。 

そうするとその安心感が違うかもしれないですね。直接的

なやり取りばかりではなくて、ワンクッションちょっと女性

の方も気配り、目配りがあるかもしれないというところです

よね。 

ありがとうございます。 

 

〇坂田委員：この制度自体よく分かっていないんですけれど

も、例えば行政の方といろいろお付き合いしていると、行政

の方が直接的というか、行政が持つそういう施設というのは

すごく行政側というのはやりたがらなくて、リスクがあるの

で、下手に扱って問題を起こすと市は訴えられるんです。簡

単に訴えられる、特別なミスじゃなくても。 

ということは、市としてもやりたくないんじゃないかと

思っております。そこに手をつけるというのは訴訟とのリス

クで、やっぱりいろんなご両親とかがいらっしゃるので、と



かくふだんやり取りがない先生方だとすぐ訴訟になる。 

僕はあまりお勧めできないんじゃないかと思うんですよ

ね。と個人的には思います。 

むしろ既存のパブリックだったり、私立の幼稚園が特別枠

で、臨時で例えば３倍の値段を払っても、日当たり５，００

０円とか３，０００円とかです。そこは補助との関係なんで

すけれども、別の制度で既存の保育士のフォローをします。

 ほかのお母さん方も行き来しているところで、特別枠で例

えばお預かりを臨時でやる、そういう幼稚園もあります、私

立で。 

だから、こういう行政が持つ制度、施設じゃなくて、民間

のところにお金という形で関わったほうがリスクがなくてい

いんじゃないかと思いますけど、すみません、企業の立場で

いうと、そこが気になってしまう。分かりますか。 

ボランティアも長続きしませんしね。やれないんですね、

ボランティアでは。そんなにいい人ばっかり世の中にいると

は思わない。やっぱりお子さんを預けられないんじゃないか

なと思います。 

 

〇渡辺会長：ありがとうございます。 

一時保育という制度がありますよね、保育園。この保育園

に詳しい方は。一時保育、私も利用しました。 

 

〇本松こども未来部指導保育士兼保育課長：保育課の本松で

す。 

保育園には、今一時保育という制度がありまして、リフ

レッシュ保育というところですね。お母さんたちの就労以外

でもお預かりをする制度というのは今行っております。 

今までは月１回だったんですけれども、今１週間に１回

だったりとかという、ちょっと回数も多くなりまして、利用

してくださる保護者の方も多くなってきました。 

今、園のほうは入園するお子さんが多くなってきましたの

で、リフレッシュのほうも特定の方が毎週という形で利用さ

れるというところもあるんですけれども、そういった形で利

用が増えてきております。 

 

〇坂田委員：そこで提案というか、市にある幼稚園、保育園

に対して、行政側で条例か何かで定めてしまって、例えば１

０人枠を定めないと認可しないとかと決めてしまう。１０人

枠を持っておけば、通常それを使うかどうかは別にして、枠

は持ちなさいと、１０人までは受入れ義務があります。 

それが幼稚園開設の条件として条例で固めてしまえば、幼

稚園の数掛ける１０名というのが臨時で預けられるというこ

とになるので、一般の全く知らないパブリックのところに急

に連れていくよりは、地域の幼稚園なので、少しは心理的に

はハードルが下がるのかなと思うんですけど、一つの意見と

して。やれるやれないは、お任せしますけど。 

 

〇渡辺会長：ありがとうございます。 



私、保育者養成に携わっているんですが、今本当に保育者

がいない中で、一時保育に来るか来ないか、確実に毎日来る

か来ないか分からないし、保育に人がどれだけ充てられるか

というのはとても難しいハードルかなという気もします。 

どうでしょうか、今ファミリー・サポートのところを中心

にとても貴重なご意見たくさんいただいたんですが、そのほ

かのところで……。 

 

〇事務局：先ほどの金額のほうですけれども、一般的な時間

であれば７００円とお伝えして、病児・病後児だと５００円

プラスした１，２００円になります。 

その５００円プラスした部分については、市のほうから補

助が出ますので、一般的な病児・病後児を利用したのと同じ

ファミリー・サポートを利用した金額になります。 

 

〇渡辺会長：ありがとうございます。 

そうすると、結局、病児・病後児でも市の補助があって、

７００円で預けられるということはすごくありがたいけれ

ど、もしかして知っていて預けないのであれば、何かやっぱ

りさっきも、ちょっと知らない人に預けるのは心配だし、病

気ですごく不安が強いときにまた知らない人に預けるのとか

というのもあるのかなと思うので、その辺り預けたいけど預

けない方の具体的な理由をどこかでしっかり把握できるとい

いのかなということを思います。 

すみません、今のこのところ、議題１のところって何分ぐ

らいまで大丈夫そうですか。 

 

〇岡田専任副主幹：議題１なんですが、ここで大きく３つの

アンケートがあります。全体の中で１１時半ぐらいで終わり

たいなとは思っておりますので、その辺であと２つまだ大き

いのがありますので。 

 

〇渡辺会長：そうですね、じゃあもうあと２つをちょっとも

ういっぺんにお伝えしていただいて、もしも戻ったところで

も何かご意見があればまた後ほどお聞きするという形にしま

しょうかね。 

じゃあ、こどもの生活状況調査とこども・若者の意識と生

活に関する調査についてのご説明をお願いします。 

 

〇岡田専任副主幹：では、資料の３１ページをお願いしま

す。 

こちら、こどもの生活状況調査についてのものとなってお

ります。 

調査項目の調査の目的ですが、子育て家庭の日頃の生活や

実態を具体的に把握するために実施したものとなります。 

調査の対象は、全小中学校の対象児童生徒とその保護者と

なります。 

調査の方法は、いずれもウェブアンケートへの回答となり

ます。 



調査の期間ですが、本年２月２８日から３月１７日まで。 

回答の結果ですが、小学生が２３．６％、中学生が７２．

１％、小学生の保護者が２５．０％、中学生の保護者が２

３．７％の回答率でした。 

では、３２ページをお願いします。 

こちらは、本市における分析区分を記したもので、所得区

分、生活困窮世帯、独り親の３区分に関する区分と定義を記

載してございます。 

では、資料３３ページをお願いします。 

ここから９８ページまでが、第２章としてこどもの生活状

況調査のアンケート結果となります。 

こちらも調査項目を抜粋して、全体で６項目について記載

してございます。 

３３から３６ページが基本属性ということで、まずお子さ

んの性別、学年、次に回答者の属性ということで、回答者は

父親か、母親か、生活を同一にする家族は、両親か、父のみ

か、母のみか、次に世帯収入を金額別に示したもの、最後に

困窮分類として所得区分を４段階に分けて示したものと、生

活困窮世帯の割合を示したもの、独り親世帯も同じく割合を

示したものについてのアンケート結果となっております。 

次に、３７、３８ページが、保護者の状況についてのもの

となっております。 

所得、生活困窮、世帯それぞれの区別での母親の就労状

況、父親の就労状況についてのアンケート結果となっており

ます。 

３９から６０ページが、こどもの学校生活・学習状況につ

いてのもので、ここからは小学生低学年と高学年、中学生別

に、それと所得、生活困窮、世帯それぞれの区分別でも表示

してございます。 

初めに、学習の習熟度について「分かる」「分からない」か

を、次に授業の楽しみということで、「楽しい」か「楽しくな

い」かを、次に学校生活が行きたくないと思ったことがある

かという調査になります。 

次に学習スペース・学習時間の確保に関して、こども部屋

の有無と家庭での学習時間の時間数の結果になります。 

次に進学・進路に関して、こどもの進学希望ということ

で、進学は中学、高校、大学どこまでかということ、次に保

護者の進学希望で、こちらについては大学進学についてと進

学させる際の心配事ということで、学力、経済的負担などに

ついて、あと進学への積立てということで積み立ての有無の

結果となっております。 

次に体験・経験機会に関して、小さい頃の絵本の読み聞か

せをしていたかどうか、次に習い事の有無についてのアン

ケート結果となっております。 

６１から８８ページとなります。 

こちらにつきましても、小学生低学年、高学年、中学生別

及び所得、生活困窮世帯それぞれの区分別でも表示してござ

います。 

初めに、所得・物質的な支援に関して、こどもの持ち物と



いうことで、自分だけの学習用具の有無、次に食料品が買え

なかった経験があるか、次に衣料品が買えなかった経験があ

るか、次に教育費で一番負担は、給食費なのか活動費なのか

制服費なのかについての結果です。 

児童扶養手当・特別児童扶養手当の受給状況ということ

で、６９ページに記載してありますが、こちらにつきまして

は、児童扶養手当・特別児童扶養手当の受給割合が、本市が

認識しております支給割合よりも高くなっておりまして、

ひょっとしたら回答者のほうが児童手当と混同して回答した

可能性があるのかなあと思われるところがあります。 

次に、生活環境・生きる力に関してですが、こどもの健康

ということで、健康状態、入浴の頻度、朝ご飯の状況という

ことで、一緒に食べる人についてです。 

次に、社会とのつながりに関して、お父さんとの会話の頻

度、お母さんとの会話の頻度、保護者から褒められる頻度、

こどもと過ごす時間、友達との関わりで悩み事を打ち明けら

れるか、最後に地域への行事の参加状況についての結果と

なっております。 

８９ページから９０ページになります。 

支援制度・支援体制についてでございます。 

小・中学校の就学援助、高校の授業料援助で利用の有無が

あるかということについての調査結果となっております。 

９１から９８ページが、こどもまんなか社会についてでご

ざいます。 

初めに、学校・家庭生活に関し、学校・家庭生活の満足

度、次にあなた自身のことに関してで、今の自分が好きか、

自分らしさがあったか、どこかに助けてくれる人がいるか、

今まで日常生活をスムーズに送れたか、というような調査結

果となっております。 

次に、社会的スキルの習得状況に関しまして、挨拶ができ

るか、相手の顔を見て話すことができるか、分からないこと

を質問できるか、困っている人を助けることができるか、

困ったときに誰かに相談できるか、嫌なことを断ることがで

きるか、についての結果です。 

最後にこどもの意見聴取についてで、こども政策に関して

意見を聞いてもらえていると思うか、自分の将来は明るい

か、日本の将来は明るいか、についてのアンケート結果とな

ります。 

こどもの生活状況調査につきましては、以上となります。 

続きまして、こども・若者の意識と生活に関する状況調査

についてご説明をさせていただきます。 

資料が９９ページになります。 

第１章、調査の概要ですが、調査の目的は、こどもや若者

が抱える不安や悩み、将来に関する考え、支援のニーズなど

を具体的に把握するために実施したものとなります。 

調査の対象ですが、市内在住の１５歳から３９歳の市民か

ら無作為抽出した５，０００人。 

調査の方法は、ウェブアンケートへの回答となります。 

調査の期間が、本年３月１２日から３月２９日。 



回答結果ですが、回答率は１７．９％でした。 

では、資料１００ページをご覧ください。 

ここから最初の１３６ページまでが、第２章としてこど

も・若者の意識と生活に関する調査結果となります。 

こちらも調査項目を抜粋して、全体で８項目について記載

しています。 

１００ページが、あなたの状況についてということで、性

別、次に年齢は１０代なのか、２０代なのか、３０代なのか

についての調査結果です。 

１０１から１０６ページが、普段の生活についてというこ

とで、初めに、社会人か学生かということに関し、性別、年

齢別に、次に学生さんに対しては通っている学校が高校か、

短大か、大学なのか、次に授業、先生、友達などについて、

学生生活に満足しているか、次に社会人に対して、現在の仕

事ということで、業種、次に正規、派遣、パートなど雇用形

態、次に上司や同僚、収入、雇用の安定性などについて仕事

に満足しているか、次に生活水準に関して、性別や年齢別ご

とに、家での家庭生活に満足しているか、また、家族のこ

と、経済的なこと、家事などについてのアンケート結果と

なっております。 

次に、１０７ページから１０９ページをお願いします。 

３の「居場所」について、困ったときの対応ということ

で、相談の相手として親、兄弟、友達がいるか。 

次に、孤独を感じるかということで、こちらは性別、男女

別に、居場所とはどのようなところと思うか、具体的な居場

所はどこですかということで、自分の部屋、家族が集まる場

所などについてのアンケート結果です。 

１１０から１１２ページが、家族・友人との関わりについ

てで、家族との関わりがどのようなものかということで、会

話やメール、悩み相談、楽しく話せるかなど、また、知人・

友人との関わりはどのようなものかということで、同じく会

話やメール、悩み相談、楽しく話せるなどについてとなって

おります。 

さらに、学生の方に対しては、「学校であった」こととして

学校に行きたくない、学校を休んだ、学校でいじめなどが

あったかということについての調査とその改善・解決策につ

いて、一方、社会人に対しましても、「あった」こととして行

きたくない、休んだ、いじめなどがあった場合と、その解

決・改善策についての割合についてのアンケート結果となっ

ております。 

次が、１１３、１１４ページです。 

こども・若者を対象とした支援についてということで、不

登校、退学、離職、転職等についてのこれまでの経験の有無

を、性別、年齢別に記載しています。 

次に相談や支援を受けやすい対象として、家族、友人、先

生などの割合と、育成支援機関を知っているかということ

で、児童福祉機関や職業安定所などの認知割合についてのア

ンケート結果です。 

次が、１１５から１１８ページになりますが、あなたの



今・将来についてということで、性別、年齢別ごとに、今の

自分が好きか、自分らしさがあるか、生きづらいと感じる

か、今の生活に満足しているかについてのアンケート結果と

なっております。 

１１９、１２０ページが、こどもまんなか社会について

で、初めに的な生活態度ができているかということに関し

て、挨拶、顔を見て話す、相手の話を聞くなど、次にどのよ

うに思っているかということに関して、こども政策や日常・

社会生活についてのアンケート結果となっております。 

１２１から１３４ページが少子化対策についてで、婚姻の

状況ということで、既婚か独身か、婚姻時の本人と配偶者の

年齢、次に結婚への意欲とその理由ということで、理由につ

いては理由別の割合を、また、結婚したい年齢と結婚に関す

る思い、次に既婚・独身別の家事の担当者と家事の負担感、

こどもの有無とその数、理想とするこどもの数とその実現性

の可能性、理想を実現できない場合のその理由、次に育児の

担当者、遊びや勉強、送迎に関しての育児の担当者、こども

の世話等で頼れる人の有無とその属性は家族なのか、友人な

のか、育児の負担感、最後に今幸せと思うか、本市が希望を

持てるまちかについてのアンケート結果となっております。 

以上が、こども・若者の意識と生活に関する調査の結果報

告についての説明とさせていただきます。 

 

〇渡辺会長：ありがとうございました。 

今から１１時１５分くらいまでを目安に、今ご説明いただ

いたところの意見交換ができればいいかなというふうに思う

んですが、いかがでしょうか。 

お願いします。 

 

〇谷澤委員：生活困窮世帯についてなんですけれども、今回

のこの調査は前回多分されなかったと思うんですけれども、

生活困窮世帯の割合が大体１５％くらいいるんです、３２

ページですけれども。 

今、ヤングケアラーの問題が結構ありまして、ヤングケア

ラーの割合が１５％ぐらいあるんですよ。数字的にこの生活

困窮世帯と一致するような数字なのかなというのを何となく

思いまして、このヤングケアラーについて市としてはまず把

握しているということを知りたいということと、把握してい

るのであれば、どのようなケアをされているのかということ

を知りたいんですけれども、お答えをお願いします。 

 

〇杉山こども相談課長：こども相談課長、杉山です。 

ヤングケアラーですけれども、こども相談課のほうにも何

名か相談員がいまして、そういった家庭、特にこどもさんを

中心にうちのほうで把握しているんですけれども、学校から

の報告があって、ちょっとここの家庭、生活のほうが大変

じゃないか、例えば中学生の子が小さい子を見ている、お父

さんは、例えば仕事が遅くて帰ってこない、そういったとこ

ろに、相談員のほうが定期的に訪問したりだとか、学校のほ



うからも状況を聞いていただいて、それでちょっと家庭に変

化がないかなどを聞いて、実際にもしそういったときがあっ

たところには家庭を訪問して、例えばそういったお父さんに

直接話をしたり、そういったところでケアをしています。 

ですので、この市役所の課だけで判断・把握するのは難し

いところはあるんですけれども、学校だったり、保育園・幼

稚園、あと地域の民生委員さん、そういったことから情報が

来て、それによって家庭支援専門相談員が行って、両親に話

をしたり、お子さん本人にも学校に行って直接話をしたり、

そういったことを今しております。 

以上です。 

 

〇谷澤委員：先ほどお話ししました１５％という数字って結

構大きな数字なんですよね。そのぐらいの人数が相談に来て

いるというのか、それとも、正直言って、小・中学校からそ

こら辺のことを全然把握していなくて、情報も全然吸い上げ

てくれないという状況が起きているのか。 

そうなると小・中学校自体に問題があると思うんですね。

ささいなことでも、こどもの心を壊すような現象が起きては

いけないと思うんですけれども、そこら辺は、ここは学校教

育課ではありませんが、連携してされたりするという可能性

はあるんでしょうか。 

 

〇加藤こども未来部長：すみません、ヤングケアラーは、要

はこどもさんがお父さん、お母さんのお手伝いをする、家事

をする、そういったところをヤングケアラーと一般的に言わ

れているところでございます。 

今言われるように、こどもさんが発信してくれないとこれ

は分からない部分がとてもありまして、例えば保育園・幼稚

園に通っているこどもが、お父さん、お母さんのお手伝いを

しているんでしょうということは恐らく言わないので、そう

いうところからこどものほうからの情報発信ってとても難し

いというところで、うちのほうもキャッチしづらいところに

なっています。 

小学校、中学校については、そういったお子さんについ

て、学校のほうでいろいろ気にしていただいて、この子はそ

ういったお父さんたちの手伝いをしていますよというところ

をキャッチしたら、すぐさまこども相談課のほうに相談があ

ります。そのご家庭に問題があるんであるんだったら、学校

と連携してその家庭のほうを支援しているというような形を

取っております。 

ただ、それもこどもさんからの発信がなかなか、今の子が

できるかというところの部分も含めて難しい部分もあります

ので、一番情報をキャッチするというところは、小・中学校

のほうから情報が来て、うちのほうが動くという形になって

おります。ちょっと１５％という数字は僕もかなり大きい数

字だというふうに思っていまして、把握しているのは本当に

数％というところでしか、うちのほうとしても率にするとあ

りませんので、こどもさんからすると、今自分たちの状況は



これぐらいの状況だというふうに思っているというところが

今回のアンケートで浮き彫りになってきたというところに

なっていますので、また学校のほうと連携して、そういうと

ころをこのパーセンテージが出ていますよというところで広

く対処していきたいなというふうに考えています。 

以上です。 

 

〇渡辺会長：恐らくこどもから発信というよりかは、きっと

日常的に、特に小学校の先生だと担任制なので、毎日見てい

る中で何かちょっと表情が暗いなとか、みんなはわーっと帰

りに遊んで帰っていくのに、何かすぐ帰っているとか、もし

かするとあと身なりがちょっと、虐待もそうですよね。とい

うところのキャッチをしてから情報交換をというのもあるの

かなと思うんですけれども、せっかくなので、校長先生、ど

うですか、何かこういうふうに取り組みをしていますとか、

こういう例えば兆しがあったときに、もしかしたらというこ

とで、いろんな他機関と共有していますとか、何かもしあり

ましたら教えていただけるとありがたいんですが。 

 

〇山北委員：失礼いたします。北部小学校の校長の山北でご

ざいます。 

先ほどのお話にありましたように、こどもからなかなかと

いうところがあろうかとは思いますが、やはりこどもの生活

状況からある程度見えてくるところがあります。遅刻が多い

よとか、そういえばあそこの家は小さなお子さんが生まれた

よとか、家庭の生活状況はこんな状況だよというところがあ

りますので、学校のほうでキャッチをして、教育委員会のほ

うにサポートをお願いしたりだとか、それから学校の一番多

く動く場合は、保護者の方と直接対話をして、保護者の方の

悩みを聞くであるとかというところがあります。 

また、家庭のことですので、保護者の方がどこまで話して

いただけるかという部分がありますが、児童相談所さんとか

のいろいろご協力をいただいてサポートしているところであ

ります。ちょっと答えになっているのかどうか分かりません

けど。 

 

〇渡辺会長：ありがとうございました。 

そのほか、いかがでしょうか。 

よろしくお願いします。 

 

〇三保委員：マーガレット幼稚園の会長の三保雅子と申しま

す。 

この資料を見て一番思ったのが、私の考えでは、やっぱり

こどもってすごい自分、親を見ていて、私がちょっと泣いて

いたりすると、すごく精神面も不安定になる。 

だからやっぱりこどもを焦点に置くんですけど、親をしっ

かり見てあげなきゃいけないなって。 

親が本当に楽しそうにしていて安心していたら、こどもも

すごく安心する社会になるんじゃないかなと思うので。こど



も真ん中ということはあると思うんですけど、自分が真ん中

じゃないのかなって。 

さっきも言っていたんですけど、私、一人娘でそんなに経

験はしていないんですけど、すごいお母さんたちは真面目

で、本当にこどものことを思っている。それがゆえに疲弊し

ているというのがすごいあって、それでこどもに言っちゃう

というのがあるなあと思うので、自分の思いとしては親を大

切にしていきたいなって、大人が元気になったらいいなと思

います。ちょっとずれちゃいますけど。 

 

〇渡辺会長：ありがとうございます。 

本当に親の姿をすごく敏感にこどもたちって感じていて、

私、自分が保育者として保育園にも勤めていたこともあるん

ですけれども、すごくずうっと元気だった子が、やっぱりお

母さんがちょっと不安になったりだとか、あと離婚の危機に

あるとか、経済状況がすごく苦しくなったといったら、てき

めんにこどもの姿が変わってくるんですね。 

なので、こども真ん中というのは、でも絶対そうだと思う

んですね。こどもが幸せになることのために親をサポートす

る。その親ももしかしたらしんどいよとか、今こういう状

況って言えない状況がもしあるとすれば、それを言いやすい

雰囲気をきっとつくっていくというのがいろんな場所で必要

なのかなということはとても思います。 

ありがとうございます。 

ほかはいかがですか。今のお話でもいいですし、ちょっと

ボリュームがたくさんあるのであれなんですけれども、どこ

でもいいので、あと前のものに戻ってもいいんですが。 

お願いします。 

 

〇坂田委員：冒頭に申し上げたのとまた同じ理由なんですけ

れど、やっぱりどこに計画されて、フォーカスするのだ、と

いうことを決めないと、もの凄く甘いと思うので、そこをご

討論してもらいたいと思います。 

私が一番気になっているのが、自殺者とか、こどもの虐待

とか貧困とか、命が守れない市は駄目だと思うんですよね。

 だから、そこに対する対策がまず万全か、あるいは何が足

りていないのかというのを、まず本当のセーフティーネット

をきちんと整えないと、こども中心というか、こどもの計画

策定といっても、安全がある程度の範囲に入っている人たち

の中でもいろんな悩みがあります。もっと充実したいだと

か。 

ここはいい、ある程度の生活の中でこどもも親も勉強して

もらえばいい。だけど、弱者になって虐げられているゾーン

を、何か優先順位としては最大高いと思っていて、ここを市

としてどうサポートするかというのを早く確立いただきたい

と思います。 

例えば学校の問題というのは、教育委員、私もＰＴＡ会長

とか、役員会とか理事とか、今まで経験していますけど、

やっぱり教育委員会が悪いと校長の態度が違う。本当にそれ



は見ていて感じていて、全然批判とか評価をしないんです

よ、校長に対して。 

あるいは、教員でこれは駄目だなと思う教員の人もずうっ

といるんですよ。担任を持たせないで横にどかすだけで、

やっぱり学校にいる。そうすると、市の中で点々としてい

る、そういう教員が。 

こういう問題がある、放置されているとか、これはどうす

るんだと、これは校長も困っている。大体要らない学校の先

生を押し合いやるんです、調整人事を。 

こういうのを見ていたので、学校の委員会の中で。こうい

うのをみんな知っているんです。これを何とかしないといけ

ない。 

あるいは、地域の家庭問題も、崩壊家庭とあって、貧困家

庭とか、みんな知っているんです、親御さんは。手が打てな

いんです。やっぱり警察をうまく使うとか、警察もなかなか

来ないんだけれども、やっぱりここまで行ったら問題になる

なあといって、みんなすっと問題から引いていくんです。そ

れに何回も苦労して、私も当時、どうするんだと、先生を連

れて、どやしに行ったこともあるんですね、家まで行って。

 そこまでやってやっと出てくるので、だからその中で市と

して何ができるか。どこをつつけばいいかというのを、事業

計画の中で、言葉にできないところもあるかもしれないけれ

ども、弱い子を助けるというのを早く固めたいんですけど。 

 

〇加藤こども未来部長：ありがとうございます。 

冒頭で、もう少しご説明が足らなかった部分ではあるんで

すけれども、今日はこのアンケート結果を皆さんと共有し

て、ここにこういう問題があって、先ほどお話があったとお

り今１５％もこういう考えでいる子がいるとかというところ

を共有というところになります。 

今後、計画の案といったところは次回以降のところで示さ

せてもらうというところですので、今度は市がこういうふう

に考えて、今こういう状況ですよというところを、このアン

ケート結果を皆さんと共有させてもらうというのが今日の形

になります。 

次回以降のところで、このアンケートに基づいて、市とし

てどこにフォーカスをして、どこに予算を注入していくかと

いうようなところの提案をさせていただくというような形に

なっていきますので、次回以降またこういうご意見をいただ

ければというところになります。 

あと、自殺対策というようなところでいくと、今回こども

の関係の計画を策定させていただいているというところであ

りまして、また自殺対策については違う計画もありますの

で、そちらのほうも絡めながら、今回それを取り上げるとい

うところをしていくかどうかというのも含めて、また皆さん

とご議論いただきたいというふうに考えております。 

以上です。 

 

〇渡辺会長：ありがとうございます。 



林様、よろしくお願いします。 

 

〇林委員：思ったんですけど、先ほど自殺の方とか、ヤング

ケアラーとか、そういう問題があるとおっしゃっていたん

で、それはあくまでも親が原因なんですね。 

だけど、私的にはこども中心というんであれば、発達障が

いですとか、知能境界といって大体知能指数７０ぐらい前後

の子たちが普通に何も引っかからなくて、そういう子たちが

普通の一般学級にいたときにとても困っている現状があるん

です。  先生たちは、多分そういう子たちはお母さんとか

親から聞いてやってくれていると思うんですけど、当の本人

たちがすごくつらい思いをしているということを皆さんご存

じでしょうか。 

本当に親が原因で起こっているものは親のケアをしなきゃ

いけないんですけど、そういう知能が少しみんなより低い子

たちとか、発達障がいの子たちというのは本人がすごくつら

いんです。親が原因じゃないんですね。 

だから、そこが私はもっとこどもを真ん中というのであれ

ば、そういう子たちの何かもう少し、この子たちを助けると

か、その子たちの居場所のある政策をもう少し考えていただ

けたらなというのを切に思います。 

以上です。 

 

〇渡辺会長：ありがとうございます。 

今、本当に支援を要するお子さんというのはとても増えて

いて、みよし市はどれぐらいか分からないですが、外国籍の

方とか、あと発達障がいに引っかからないけれども、本当に

困り感のある方とかいると思うんですね。 

私もそういう方とたくさん関わってきたところで、やっぱ

り小さいうちに適切な教育というか療育というか、そういう

のが受けられる、診断名がつかなくても自分はこのままでい

いんだとか、自分のよさが発揮できるという自己肯定感が高

まるような関わりがとても大切だと思うと、きっと乳幼児期

から小学校低学年ぐらいがすごく大切なのかなということは

思いますね。 

恐らくみよし市もその辺りは様々な部署で連携を取って

やっておられるのかなと思うので、その辺りもまた、ちょっ

ともう今日は時間がないんですが、お聞きできるといいのか

なと。今までやってきたことをより強化する形でしていただ

けるといいのかなというふうには思います。 

あと、今までのところで、もし何かありましたら。よろし

くお願いします。 

 

〇松本委員：すみません、本当に時間がなくて、重なるとこ

ろなんですけど、２つあるんですが、１つに絞ります。 

居場所という課題ですけど、１０９ページのところで、居

場所という定義というのは、本当に今切実で、その居場所も

本当に人それぞれ、どういう居場所が欲しいかって、人それ

ぞれだと思うんです。 



私、今個人的に不登校のお母さんたちとちょっと輪になっ

て話を聞く機会があるんですけど、ただ、誰もスタッフがい

るわけではなくて、保護者同士の集まった中のリンクが安心

らしく、そこに私、のぞかせてもらったんですけど、本当に

そういう感じなんです。 

アドバイスは要らないし、否定されたくないし、でも正直

見ていて聞いていると、したくなるんです、アドバイスとい

うか、こういうところがあるよとか、もう少しこうやって考

えたらとか、本当に考え過ぎとか言いたくなっちゃうんで

す。 

だけど、お母さんたち、本当にただ自分の状況を、こども

との関わりの中で自分の話をしたいというスペースを求めて

話をするように、自分たちで部屋を借りてやっているという

のが現実ありまして。 

確かにそれも大事なんだなと思って、本当にスタッフも要

らないし、入ってほしくないんです、逆に。 

そういう気持ちも本当に勉強になったんですけど、みよし

のほうで２年ほど活動しているシエルブルーさんのほうで少

しお話しさせていただいたんですけど、本当にあそこのシエ

ルブルーさんも、何をしに来てもいいよという枠はあるんだ

けれど、やっぱり個々にみんな違って、個々の対応がやっぱ

り困難というか、でも来る人来ない人も自由だし、本当にそ

ういう居場所も必要なんだなというところがあって、本当に

今、究極に行政としてはどういった場所、居場所という定義

を考えているならば、どんな部分が居場所として必要かなと

思っておられるか、ちょっと意見が聞きたいなと思います。 

 

〇加藤こども未来部長：なかなか難しい部分でもあるなと、

今お話を聞いていて思いました。 

居場所って、このアンケートからも出てくるように、人そ

れぞれ違う部分もありますし、言われるように、本当に聞い

てもらうだけで僕は心が安らかになるというふうに思いま

す。 

それに対して、反対も賛成もしてくれなくていい、ただ聞

いてくれるだけでいいという、そういったところで心の安定

が得られるなというのは本当に実感して思っているところで

もありますので、そういうところも含めて、それを一つの世

代、子育て世代だけではなくて、高齢者も含めて全世代で

やっていけるような、そんなところを今後また模索していき

たいというふうに思います。 

今日本当に皆さんからいろんな立場でいろんな意見をお聞

きしたので、新しい策へとつなげていけるなというところで

今考えていますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

〇渡辺会長：ありがとうございます。 

せっかくこども会議があるので、こどもたちのその会議の

ディスカッションの場では、あなたにとってほっとできる場

所、居場所と言われても分からないと思うので、ほっとでき

る場所ってどんなところ？といって、そこを何か一つ、ディ



スカッションの一つの視点としてあっても面白いのかなとい

うことを思いますね。 

大人に対しては、やっぱりいろんなターゲット層があるの

で、そこのところの人たちが求めているものというのがまた

どこかでキャッチできるといいのかなと、今お話を聞いてい

て思いました。 

ありがとうございます。 

ちょっと時間が限られているので、では次のところを事務

局のほうで進めていただいていいですか。 

 

〇岡田専任副主幹：それでは、議題２．こども会議等につい

ての説明に移らさせていただきます。 

ここでは、小中高生を対象としたこども会議と児童館で実

施するインタビューについての説明をさせていただきたいと

思います。 

初めに、こども会議についてでございます。 

資料２－１をご覧ください。 

まず目的ですが、今回こども計画及び（仮称）こども基本

条例を策定するに当たって、実際にこどもたちの声に耳を傾

けることは何よりも大事なことと考え、こどもたちが自分た

ちの意見を表明する場としてこども会議を開催することとし

たものです。 

ここで伺った意見や考えを、可能な限り計画や条例に盛り

込んでいきたいと考えております。 

次に、開催時期ですが、夏休み期間中の８月５日と２３日

の２回、冬休み期間中の１２月２６日の１回、合わせて３回

を開催する予定です。 

選出人数ですが、小学生、中学生合わせて２４名程度、高

校生は三好高校から４から６名程度、合わせて３０名程度

で、小中学生は本人からの応募、高校生は三好高校に推薦を

お願いして実施したいと考えております。 

次に、主な協議内容等につきまして、こちらのほうは資料

は裏面のほうにもわたるわけですが、夏休み期間中の１回

目、２回目では、小中高生に少人数のグループに分かれてい

ただき、こども計画及び（仮称）こども基本条例を自由に討

議していただき、そこから意見等を拾い上げていきたいと考

えています。 

また、ここから出た意見は、こども未来会議にもご報告を

させていただきたいと思っております。 

また、進行に当たりましては、ファシリテーターとして、

学校法人海陽学園海陽中等教育学校の現任の教員の方にお願

いをする予定でございます。 

冬休み中の３回目は、１回目、２回目で提示された意見が

１１月、１２月のこども未来会議でどのように計画や条例に

反映されたかを説明していきたいと考えております。 

なお、こども会議につきましては、現在小・中学生の募集

期間中であり、応募状況によっては内容を変更するかもしれ

ませんということをご承知おきいただきたいと思います。 

次のこども計画策定、（仮称）こども基本条例制定までの流



れにつきましては、この後の（３）の今後のスケジュールに

ついてのほうでご説明をさせていただきますので、ここでは

割愛をさせていただきます。 

次に、インタビューということで、資料の２－２をご覧く

ださい。 

こども計画と（仮称）こども基本条例を作成するに当た

り、こどもたちの意見を聴取する場として、先ほどのこども

会議とこのインタビューの２本立てで実施したいと考えてお

ります。 

実施日は、７月２４日水曜日。 

場所は、市内４地区でそれぞれの児童館等１施設として、

おかよし地区は黒笹ふれあいセンター、きたよし地区は莇生

児童館、なかよし地区は西一色児童館、みなよし地区は打越

児童館で実施します。インタビュー対象者は、施設来館中の

小・中学生です。 

インタビュー内容は、こども計画とこども基本条例に関し

て、「こどもまんなか社会」の実現に向けたこどもの「幸せ」

についてと、こどもが意見を言う機会や場所についてであり

ます。 

参考までに、当日のスケジュールを裏面のほうに載せてご

ざいます。 

以上が、議題２．こども会議等についての説明とさせてい

ただきます。 

 

〇渡辺会長：ありがとうございました。 

このみよし市こども会議の小・中学生、どれぐらい立候補

がありましたか。 

 

〇岡田専任副主幹：小学生については、当初のほぼ予定どお

りで１５人程度、ただ、中学生はまだ今のところ希望がない

というふうに昨日の段階では確認をしました。 

 

〇渡辺会長：中学校に対しては、今後もう一回ちょっとプッ

シュする感じ。 

 

〇岡田専任副主幹：そうですね、中学校についてもう一度お

願いはしてあるんですが、それによってはまたやり方を検討

しなければいけないのかなというのと、逆に高校生のほうを

ちょっと増やしてもらえないかなということはお願いはした

んですが。 

 

〇渡辺会長：なるほど。 

でも、三好高校だといろんなところから来る、スポーツ科

もありますしね。中学生の声も聞きたいなあという気はする

ので、何となくこの多分趣旨がよく分からないかなという気

もしなくもないのかね。 

 

〇岡田専任副主幹：児童館のほうでは、中学生を優先的に、

できればお声を聞いていきたいなとは思っております。 



 

〇渡辺会長：分かりました。ありがとうございます。 

今のご説明に対して、何かご質問、ご意見ございましたら

よろしくお願いします。 

ちょっと時間も迫ってきましたので、後のスケジュール案

のところをご説明いただいて、そちらに関係して、またもし

何かございましたらお声を上げていただければと思います。

よろしくお願いします。 

 

〇岡田専任副主幹：今後のスケジュール案に関しまして、次

第（３）今後のスケジュールについて説明させていただきま

す。 

資料３をご覧ください。 

こちらの資料は、前回１月２６日の令和５年度第１回会議

でお示ししたものを時点修正したものとなっています。前回

からの修正点も含め、全体を改めてご説明させていただきま

す。 

上段のこども未来会議ですが、本日と２月の答申を除き、

あと３回協議をいただく予定となっております。日程につき

ましては、先般メールでお知らせしたとおりでございます。 

次に、こども計画です。 

こちらにつきましては、議題の１．ニーズ調査の結果報告

について概要等を報告させていただきましたが、ここでの調

査を受け、今後は現状分析と課題報告、さらには需要量の推

計・目標量の設定に取り組んでいく予定です。 

それと併せて計画素案を作成し、進行状況に応じ、９月、

１１月、１２月のこども未来会議において状況をご報告して

いく予定です。 

パブリックコメントにつきましては、１２月の会議で最終

案をお示しした後、１月６日から２月７日の間で実施したい

と考えております。 

次に、（仮称）こども基本条例です。 

こちらにつきましては、８月ぐらいから具体的な作成作業

に入り、１０月中には完了したいと考えています。その後、

１１月のこども未来会議に諮り、パブリックコメントを１２

月２日から１月６日の間で実施したいと考えております。 

最後に、こども・若者からの意見聴取です。 

こちらにつきましては、議題２．こども会議等についてで

説明したとおりですが、小中高生の意見を聞くためのこども

会議を８月に２回、１２月に１回、計３回開催します。 

これとは別に、７月２４日に市内４か所の児童館等で児童

館利用のこどもたちを対象にインタビューを実施する予定と

なっております。 

以上が、議題の３．今後のスケジュールについての説明と

させていただきます。 

 

〇渡辺会長：ありがとうございました。 

ただいまのご説明に対して、何かご意見、ご質問などはあ

りますでしょうか。 



スケジュールになりますのでね。 

今後あれですね、８月、夏休みにみよし市こども会議とい

うものが開催されます。こちら、例えばもしご都合つくよう

でしたら、ちょっとちらっとのぞいてしまったりしてもいい

感じですか。８月５日とか２３日って。 

 

〇岡田専任副主幹：一応スケジュールは決まっておりますの

で、この時間では一応この施設でやっておる予定ですので、

もし関心があったり、ご興味がある方はぜひ見ていただける

とよろしいかなと思います。 

 

〇渡辺会長：ありがとうございます。 

よろしいですかね。 

もし、この後にまた何かこういうことについてもう少し検

討してもらいたいなということがありましたら、また事務局

のほうにお伝えいただければと思います。 

それでは、これで進行を事務局にお返しします。 

 

〇加藤こども未来部次長：ありがとうございました。 

今、スケジュールの話もしましたけれども、この後、コン

サルを入れながらデータの分析ですね、今回はアンケートを

まとめただけですので、分析などはこれから行われていく中

で、素案の作成のほうをしていきます。 

また、今日の会議でたくさんのいろいろアンケートから見

えた課題というのもご意見をいただきました。 

アンケート結果、ちょっと送付のほうが割とぎりぎりに

なってしまいましたので、十分にまだ中に目を通して切れて

いない部分もあるかと思いますので、またこの後しっかり目

を通していただきながら、素案がまた作成できた段階で、例

えばアンケートではこういう課題が出ているんだけれども、

もう少し素案、計画のほうにはこういうふうに評価してはど

うだとか、そういった意見も出てくるかと思いますので、ま

たご意見いただきたいなと思います。 

先ほどもう少し体系づけてというお話もいただきましたの

で、計画は当然体系づけたものでつくっていきたいと思いま

すので、またそちらのほうの素案のほうができましたらご意

見いただきたいと思います。 

こども計画、国が計画をつくってといった、だから計画を

つくったというアリバイづくりの計画になっては当然いけま

せん。先ほど例えば１５％という話が出ましたけれども、次

回のアンケートを取ったときには、その数字が１０％、８％

と少なくなるような、そういったものをつくっていかないと

いけないというのは当然思っておりますので、それについて

また皆さんのご意見をしっかりいただきたいと思います。 

あと、先ほどもちょっとご意見が出ましたけれども、

ちょっと計画とは外れてしまうかもしれませんけどというご

意見があったんですけれども、そういったご意見も当然こど

も施策を検討していく上では大切なご意見ですので、こうい

う機会でもありますので、またちょっと計画とはずれちゃう



んですけれどもという話でもいろんなご提案いただけたらと

思いますので、積極的なご意見をまた今後もいただきたいと

思います。 

よろしくお願いします。 

それでは、最後に事務局のほうから連絡事項をさせていた

だきます。よろしくお願いします。 

 

〇岡田専任副主幹：では、事務局から何点かお願いをさせて

いただきます。 

まず最初に、債権者登録を確認しますので、新しく委員に

ご就任された方が対象になるかと思いますが、まだお出しい

ただいていない方につきましては、会議終了後、自席待機を

お願いしたいと思います。 

次に、今回の報酬の辞退届を出される方につきまして、ま

だ出されていない方につきましては、自席での待機をお願い

したいと思います。 

連絡は以上になります。 

最後、次回ですが、次回が第２回になりますが、９月２０

日金曜日となります。資料等々につきましては、また近くに

なった時点で送らせていただきますので、よろしくお願いし

ます。 

以上が、事務局からの連絡事項となります。 

 

〇加藤こども未来部次長：それでは、最後ですけれども、加

藤こども未来部長よりお礼のご挨拶を申し上げます。 

 

〇加藤こども未来部長：皆さん、今日は本当にたくさんの意

見をいただきましてありがとうございます。 

もう少しだけ時間をください。 

今日たくさんの意見をいただいたところなんですけれど

も、資料、先ほど次長からもお話がありましたとおり、

ちょっとボリュームがすごくあるのでなかなか見切れていな

いという部分だと思いますので、１度目を通していただきな

がら、ピンポイントでいいので、今日皆さんから伺った自分

の意見というものをさらに深掘りしてもらって、市のほうに

こういうことをしてほしいよというところを一つ、皆さんの

ほうからご提案をまたいただきたいなというふうに考えてお

りますので、そういったところで資料のほうをもう一度精査

をしていただきたいというところです。 

あと、こども家庭庁ができまして、こどもまんなか社会

で、今まではアンケートを取って、それを基にというところ

だったんですけれども、今後、市のほうの動きというか、行

政のほうの動きとすると、こどもから直接意見を聞いて、そ

れを政策に反映しましょうというところになっていきます。

 意見を言ってもらうというところの前に、まずはこどもに

理解してもらう、知ってもらうというところから始めない

と、当然意見なんて出てくることもないので、こどもたち

に、市はこういうふうに考えているんだよとか、こどもたち

はこういう権利を持っているんだよというところを積極的に



進めさせてもらって、こどもたちに今、自分たちはこういう

立場でこういうふうに動かなくちゃいけないんだなみたいな

ところを理解というとなかなか難しいところもあるんですけ

れども、知ってもらって、それで意見を出してもらうという

ようなところで今後進めていきたいという部分でもありま

す。 

そういったところでこども会議とか、インタビューとかと

いう形になっていますので、またその意見を基に大人たちで

考えるというようなところになりますので、今までの計画っ

て全て大人が考えた大人の計画だったんですけど、こどもた

ちの意見も入れながら今後は進めていくというような、そん

なスタンスに世の中が変わってきているというようなところ

でご理解いただきたいと思います。今日は本当にありがとう

ございました。 

 

〇加藤こども未来部次長：それでは、以上をもちまして、第

１回こども未来会議を終了します。ご起立ください。 

一同、礼。ありがとうございました。 

 


